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「離乳」開始が1歳からの保育についての検討

福嶋　一恵・佐々　加代子

はじめに

　筆者らは，15 年余前から子育て支援に携わっ

ている。支援現場は子育て広場や育児相談もあ

る。佐々は保育の現場などでの保育士や支援者た

ちからの相談や，保護者からの相談も受けてき

た。この 10 年をふりかえってみると，保育園に

おいても，子育て支援現場においても相談の内容

として，離乳を含む食事についての問いかけが多

くなった。離乳はどの時期から始めるのかという

一般的な質問もあれば，はじめての離乳食がわか

らないので，祖母に聞いてかぼちゃの煮たものに

したら，食べなかった，１０か月でから揚げを細

かく切って食べさせたらだめだった，ということ

もあった。乳児の保護者ならば，離乳のことは，

保健所などでもガイダンスを受けているものとと

らえていたが，実際には理解はされていないこと

が多いということを感じてきた。

　保育園で産休明け（43 日目，あるいは 57 日目）

から受け入れていく場合には，その子どもの離乳

開始は５〜 6 か月からの対応になる。一人一人の

育ちの状態に応じて栄養士の管理のもと，調理担

当者が離乳食を作り，その離乳食を保育士が食べ

させて，段階を経ていきながら，離乳完成期をむ

かえられるように「食」を位置付けていく。保護

者の育休制度の利用によって，どの時期から保育

園で受け入れていくのかの幅が広がってきた。こ

のことは，森田（12）らが指摘しているように，保

育士の業務のなかに離乳の進行にかかわること，

およびその機会が増えることで，その役割が重要

になる。食は子どもたちの「生きることを支える」

ことにつながっていく。この数年をみると，保護

者たちは育休制度を 1 年取得することがふえて 1

歳児からの保育が多くなってきた。その子どもた

ちは食に関しては，どの時期の離乳段階にあるの

かの把握からはじめることになるが，最近とりわ

け離乳開始が１歳でもほとんど進んでいない子ど

もたちがいることがわかってきた。この事態は深

刻な問題である。栄養不足のみならず，咀嚼・口

蓋機能の発達過程の遅れも起こっていることも想

定される。保育園と家庭での食について，保護者

ともに育成していかなくてはならない。

　離乳にかかわる先行研究を概観すると，保護者

の不安としての１）離乳開始時期（21），２），卒

乳あるいは断乳について（20），３）離乳食の内容

についてがわからないなどがある一方（15），専門

職の栄養士や医師からの母乳と離乳食関係や献立

内容について（17），歯科医からは咀嚼の発達過程

について（19），保育職からは上記の森田らの報告

がある。また，田角（16）らによる小児の摂食・嚥

下について様々な問題を抱えている子どもたちの

対応についての示唆に富んだ研究成果があるもの

の，1 歳を過ぎているが離乳時期が初期段階にあ

る子どもたちについての研究はみあたらなかっ

た。

　ここでは，昨今増えてきている（保育所の）離

乳開始が 1 歳からの問題について，（専門職の）

保育士の役割がなすべきことについての検討・考

察とする。

Ⅰ . 離乳の基本

　離乳について，岩田（２００８）（3）によれば，

平成７（１９９６）年１２月４日付けの厚生労働

省児童家庭局母子保健課長通知「改定離乳の基

本」があり，昭和５５（１９８０）年発表の厚生

省離乳食幼児食研究班による「離乳の基本」を改

訂したものがある，という。その比較を岩田が表
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１にまとめている。改定までには１６年あり，改

定された内容でも１８年が経過しているが，子ど

もの保護者や祖父母も含めた大人たちへガイドす

る保健医療従事者向けに利用されることを目指し

たものであるという。保育士にとってもガイドラ

インとなる内容である。母乳などの乳汁の回数も

記載されている。離乳は段階を経て，「遅くとも

１８か月くらいまでには完了する」とある。離乳

完了のちに大人とほぼ同様の食事をとれるように

なるまでには年数がかかる。その時期までの食事

作りとその対応についても，保護者にとってはか

なり難題でもあろう。大人の食事回数は一日３回

あるが昨今の保護者たちを含めた大人の食事内容

の変貌ぶりは激しい。冷凍食品やコンビニなどで

販売されている食品などで済ませることや外食化

である。大人である保護者の食生活の改善なくし

ては，離乳開始から豊かな食事までの経験が積み

上げにはならない。保育所での子どもたちのかな

り遅い時期からの離乳はじめであったとしても，

その離乳時期の段階をすすめながら，保護者にも

食育のことの理解を深めてもらうことを同時進行

していかなくてはならない。

　Ⅱ . 離乳の意味の取り違えについて

　「離乳」とは上記の内容によるものの，その意

味を取り違えていることがある。その文字通りの

意味として，授乳していないときのことを離乳

（距離が離れていること）の意味だととらえてい

る。その意味合いは，保護者にとっては「子ども

と離れていること」が離乳であり，その時間が長

いほど，離乳していることになるということであ

る。保育所入園前の面接の質問事項に，「離乳は

していますか」があるが，上記の意味として受け

とめていくと，保護者は離乳していることになっ

てくる。母乳や調乳のみでは栄養が不足してくる

時期がくるために，離乳していくという意味だと

いうことの理解をしていない。したがって，離乳

食というものがあること，子どもの育ちの過程を

みながら，段階を経て（ひと匙から離乳食へ）い

くということの理解がない。大変なずれがそこに

ある。子どもをもつ保護者になるまえから保育に

関心をもっていれば，多少なりとも離乳や離乳食

のことなどの情報も得ていたかもしれないが，そ

れに対する関心がなければ，その意味の理解には

つながらなかったということであろうか。離乳開

始時期の大幅な遅れは，子どもの成長にとっても

重大な課題になる。保護者の理解を深めていくた

めにも，離乳について，離乳食について資料１－

１〜２（13）の確かな情報（6）（22）を得ていくことと，

そのガイドをしていかなくてはならない。
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Ⅲ . 保育所における「食」と離乳開始が遅れた

　子どもの離乳食についての対応について

　保育所では０歳児から５歳児までの保育があ

る。「保育所保育指針」にみる“食べる意欲”を

大切に，食の体験を広げることにつながる主なね

らいをたてている。授乳期から思春期までの発

育・発達過程を区分して「食」に関する事項につ

いて（4）示したのが表２であり楽しく食べる子ど

もへの過程（4）についてそれぞれの時期と対応さ

せながら示したのが表３になる。

　このことを実践するのが施設長（園長）のもと

での保育士たちである。１歳児からの保育所入園

をすることになった子どもたちについては，離乳

開始から完了までの経緯を保育しながら確認する

ことになる。園生活を通じて楽しく食べることな

どが子どもに獲得されるように，日々の実践で配

慮していくことになる。

　水野（11）は，０歳児の保育所における授乳およ

び離乳食時刻と望ましい喫食量について示してい

る。０歳児であれば，時間帯にそれぞれの時期の

内容を踏まえてすすめていくとよいが，1 歳で初

めての離乳食乳児として対応していく場合には，

保護者からの情報を改めて得ていくことになる。

板橋区の資料（資料３）（2）のように，生活状況（表

面が主として食事関係，裏面が今までの生活，睡

眠，排泄，着脱，運動，遊び，要求表現，生活に

ついての記載）調査をする。多くの保育所などが

入園前に実施している内容でもあろう。この資料

は筆者らが入手した資料のうち，内容が綿密で

あることに加えて，開示許可が得られたものであ

る。入所以前にこのような詳細な情報を得ている

と，実際受け入れたときの食事における対応の目
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安ができてくる。クラス担当の保育士においても

食事場面での姿の観察においても，その情報がな

いところからはじめていくことは質の違いにつな

がってくる。実際の食事場面では，保育士がその

子どもの咀嚼・嚥下機能と食行動（9）については

かかわりながら観察する。現在の発達状況の評価

ができることになる。事前の情報とずれがある場

合には，食事の提供の仕方に修正を加えていかな

くてはならない。離乳に関することが進んでいな

い場合には，その子どものアレルギーについての

情報（7）がまだ十分ではないこともありうるので，

再度家で食べて大丈夫であったものの情報収集を

する。そののちに保育園で食べさせることが保育

園でのルールでもある（14）。観察で得られた情報

から想定して，その時期ではどのような食べ物の

固さがよいのかなど（1），細心の注意を払わなく

てはならない。これは一人の保育士が抱え込んで

しまうことではない。園長と相談をしながら，想

定した段階の時期について，調理担当者たちとの

対応策検討（5）を行うことも必要になろう。年齢

や月齢のみで判断しないことが重要である。情報

を園内で共有することを怠ってはいけない。保育

士が勤務の関係でその子どもの担当者変更になる

場合でも，個別の対応に支障をきたさないように

する。保育指導の連携は欠かせない。離乳の段階

が遅れている場合には，完了するまでを丁寧に行

う。家でも可能になるように，主に，かかわり方

についての助言も加えていくことになる。保護者

とともに育ちあう関係を築いていく。経過につい

ては園内で共有していく。とりわけ調理担当との

連絡を密にする。日々の資料をもとに，保育士，

調理担当などがそれぞれ情報を確認したうえで給

食を離乳食として活用していく。１歳児でもまだ

離乳食を始めていない子どもの場合には，１歳児

に提供される乳児食は食べさせられない。消化な

どができないとみなしていく。献立内容と食材を

点検し，なめらかにつぶせるものはペースト状に

していくこと，その食材などがその時期に食べて

もよいものかどうかについては，可能かどうかの

○印の点検を離乳食の本（1）の素材からみきわめ

ていくことを推奨する。１歳児の給食の食材の点

検を十分にしたうえで，工夫することが必要にな

る。保護者とともに考えあうということが重要な

仕事になる。

Ⅳ . 摂食機能の獲得について

　離乳食を食べていく段階は，同時に摂食機能

の獲得過程でもある。図１．内海（19）によればそ

れぞれの発達時期には重なりあう部分があるとい

う。ただ，この図は順調な育ちの過程の中での離

乳食の進行とそのときの特徴的な動きを示してい

る。1 歳児になっているものの，離乳初期段階で

ある場合には，その動きについても初期段階のこ

ろからの育ちになるとみなしていく。したがっ

て，離乳段階の時期が大幅に遅れていても，その

後の段階を順調に経ていくことができれば，子ど

もの摂食機能の動きについても遅ればせながら，

段階を経ていけるものと考えられる。ただし，よ
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く観察してすすめていかないと段階を経ていると

いうことをみのがしてしまうことになるかもしれ

ない。保育士が対応することになるので，よく見

て対応していくようにする。保育士の観察力が問

われてくることになる。

経口摂取準備期

嚥下機能獲得期
（離乳初期）

捕食機能獲得期
（離乳初期）

押しつぶし機能
獲得期（離乳中期）

すりつぶし機能
獲得期（離乳後期）

手づかみ食べ
機能獲得期

食具（食器）食べ
機能獲得期

（1）スプーン使用
（2）フォーク使用
（3）箸使用

自食準備期

哺乳反射，指しゃぶり，おもちゃ
なめ，舌突出（安静時）など

下唇の内転，舌尖の固定（閉口時） ，
舌の蠕動様運動での食塊移送など

顎・口唇の随意的閉鎖，上唇での
取り込み（こすり取り）など

口角の水平の動き（左右対称），
扁平な赤唇（上下唇），舌尖の口
蓋皺襞への押し付けなど

頬と口唇の協調運動，口角の引き
（左右対称），顎の偏位など

頸部回旋の消失，前歯咬断，口唇
中央部からの捕食など

歯がため遊び，手づかみ遊びなど

頸部回旋の消失，口唇中央部から
の食器の挿入，口唇での捕食，左
右の手の協調など

図 1 摂食機能獲得段階の特徴的な動き（内海 2006）

Ⅴ . 離乳時期の遅れをなくしていくための方策；

　母子健康手帳の活用

　母子健康手帳（8）はおおむね１０年ごとに大き

な見直しがされているという。平成２４年度に新

様式（23）になっている。母子保健をめぐる状況の

変化，平成２２年度乳幼児身体発育調査の結果を

反映した乳幼児身体発育曲線の改訂がなされてい

る。１か月，３〜４か月，６〜７か月，９〜１０

か月，１歳，１歳６か月，２歳児から６歳児まで，

合計１０回健康診査とその記録ができる。１歳６

か月と３歳児健康診査については，すべての市区

町村で実施されている。そのほかについては，自

治体によっての実施が異なる。医師他による健康

診査（10）（18）によって，育ちについての理解がよ

り深まることにもなるし，問題があれば，そのこ

とについての対応の助言ももらえることになる。

継続的な追跡も可能になる。

　左欄には保護者が記載する。離乳関係を抜粋す

ると以下になる。

　保護者の記録【６〜７か月ごろ】

離乳食を始めましたか。

　はい　　いいえ

（離乳食を始めて１か月くらいしたら１日２

回食にし，食品の種類をふやしていきましょ

う。７，８か月頃から舌でつぶせる固さにし

ます）

　保護者の記録【９〜１０か月頃】

離乳は順調にすすんでいますか。

　はい　　いいえ

（離乳食を１日３回食にし，９か月ころから

歯茎でつぶせる固さにします）

　保護者の記録【１歳の頃】

１日３回の食事のリズムはつきましたか。

　はい　　いいえ

（食欲をなくさぬよう，またむし歯予防のた

めに，砂糖の多い飲食物をさけましょう。）

　右欄の健康診査日の記載事項として，６〜７か

月で離乳開始，未開始，栄養法：母乳・混合・人

口乳，９〜１０か月には離乳食の一日の回数，１

歳児では一日の食事と間食の回数，母乳を飲んで

いるのかどうかを記載する。１歳児から入園する

子どもの場合には，母子手帳などをもとに懇談を

することが可能になれば，情報が増えてくる。入

園前の経緯の理解が深められる。あるいは，保育

所での子どもの月々の身長，体重の計測からカウ

プ指数を出すことや，母子手帳の発達曲線（ダウ

ンロードが可能）にその数値を入れて発達状態の

レベルの把握が可能になる。加えて，保護者には

その資料を踏まえたうえでの助言ができよう。
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Ⅵ . 関係する専門職との連携

　子ども抱える保護者たちは孤立化しがちであ

る。離乳の時期についても相談などが気軽にでき

ていれば，１歳になってから離乳食を初めていく

ということはないのではないかと考えられる。育

児情報がインターネットなどのメデイアなどの利

用で情報入手しやすい一方で，自分の子どもの今

必要な情報の入手とその選択については何が良い

のかの判断がつきにくいのではないかと思われ

る。保健関係などの広報活動もそれぞれの地域で

実施されているものの，漏れがあるのではない

か。子育てに関しては専門職がいる。ともに連携

をし，ネットワークを使いながら，情報を交換し

ていくことが求められる。保護者を孤立化させな

い支援は専門職の連携のあり方にあろう。

今後の課題

　１歳児のこのような問題を持つ子どもたちの事

例について，ここでの資料をもとに実践し，その

経緯についての検討ができることにある。問題が

あったとしても段階を丁寧にすすめていくことは

時間がかかるかもしれないが，保育園には保育士

がいる。子どもをみていくということが専門でも

ある。それぞれの事例を検討しあうことで，より

よい保育実践につながってこよう。

おわりに

　2015 年 4 月から子ども子育て新法による新制

度が始まる。待機児対策をはじめとして，それぞ

れの自治体による取組の実践も始まる。乳幼児期

の育ちについて第一義的には保護者としているも

のの，保護者自身が育児不安も抱えている。保育

所での保育の子どもたちのみならず，保育所の保

育士は地域への子育て支援にも関与する。困難さ

を抱えている保護者ほど，子どもとのかかわりに

ついてはうまくできないと思っていることも多

い。１歳児の離乳の問題を契機にまとめてきたこ

とは，その保護者支援の在り方をも考え直す契機

にもなった。保育所は栄養士がついていて，バラ

ンスのよい給食が提供される。調理はまた別の人

が担当する。保育士はバランスよく整えられた給

食メニューで子どもたちと食をともに過ごすこと

ができる職種でもある。保護者たちは，作ること

やバランスを考えることや子どもが食べるという

ことへのお世話まである。そのようなことが不得

意な保護者への支援もじっくりと対応していくこ

とが責務内容に入ってくるのではないかととらえ

ている。さまざまな問題にこれからも遭遇するか

もしれないが，その問題を契機にしながら，保育

所で育ち，育て合うということについて今後とも

取り組んでいきたい。
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